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消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 

行 

（
事
業
者
及
び
消
費
者
の
努
力
） 

第
三
条 

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

    

一 

消
費
者
契
約
の
条
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
の
権
利
義 

務
そ
の
他
の
消
費
者
契
約
の
内
容
が
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
生 

じ
な
い
明
確
な
も
の
で
、
か
つ
、
消
費
者
に
と
っ
て
平
易
な
も
の
に
な 

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 

二 

消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
て
は
、
消
費
者 

の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
消
費
者
契 

約
の
目
的
と
な
る
も
の
の
性
質
に
応
じ
、
個
々
の
消
費
者
の
知
識
及
び 

経
験
を
考
慮
し
た
上
で
、
消
費
者
の
権
利
義
務
そ
の
他
の
消
費
者
契
約 

の
内
容
に
つ
い
て
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

 

（
事
業
者
及
び
消
費
者
の
努
力
） 

第
三
条 

事
業
者
は
、
消
費
者
契
約
の
条
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
消

費
者
の
権
利
義
務
そ
の
他
の
消
費
者
契
約
の
内
容
が
消
費
者
に
と
っ
て
明

確
か
つ
平
易
な
も
の
に
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
契
約
の

締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に
際
し
て
は
、
消
費
者
の
理
解
を
深
め
る
た

め
に
、
消
費
者
の
権
利
義
務
そ
の
他
の
消
費
者
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
の

必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

    

２ 

（
略
） 
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（
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 
消
費
者
は
、
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に

際
し
、
当
該
消
費
者
に
対
し
て
あ
る
重
要
事
項
又
は
当
該
重
要
事
項
に
関

連
す
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
消
費
者
の
利
益
と
な
る
旨
を
告
げ
、
か
つ
、

当
該
重
要
事
項
に
つ
い
て
当
該
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
事
実
（
当
該
告

知
に
よ
り
当
該
事
実
が
存
在
し
な
い
と
消
費
者
が
通
常
考
え
る
べ
き
も
の

に
限
る
。
）
を
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
告
げ
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
当
該
事
実
が
存
在
し
な
い
と
の
誤
認
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該

消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
こ

れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
者
が
当
該
消
費
者

に
対
し
当
該
事
実
を
告
げ
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
消
費
者

が
こ
れ
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

消
費
者
は
、
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に

際
し
、
当
該
消
費
者
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
困

惑
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意

思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
消
費
者
が
、
社
会
生
活
上
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
次
に 

 

掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
願
望
の
実
現
に
過
大
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
こ 

と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
不
安
を
あ
お
り
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な 

根
拠
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
で
な
い
の
に
、 

物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の 

（
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

消
費
者
は
、
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に

際
し
、
当
該
消
費
者
に
対
し
て
あ
る
重
要
事
項
又
は
当
該
重
要
事
項
に
関

連
す
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
消
費
者
の
利
益
と
な
る
旨
を
告
げ
、
か
つ
、

当
該
重
要
事
項
に
つ
い
て
当
該
消
費
者
の
不
利
益
と
な
る
事
実
（
当
該
告

知
に
よ
り
当
該
事
実
が
存
在
し
な
い
と
消
費
者
が
通
常
考
え
る
べ
き
も
の

に
限
る
。
）
を
故
意
に
告
げ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
実
が
存
在

し
な
い
と
の
誤
認
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又

は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
者
が
当
該
消
費
者
に
対
し
当
該
事
実
を
告
げ

よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
消
費
者
が
こ
れ
を
拒
ん
だ
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

消
費
者
は
、
事
業
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
に

際
し
、
当
該
消
費
者
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
困

惑
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意

思
表
示
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
新
設
） 
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が
当
該
願
望
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
旨
を
告
げ
る
こ
と
。 

イ 

進
学
、
就
職
、
結
婚
、
生
計
そ
の
他
の
社
会
生
活
上
の
重
要
な
事 

 

項 
ロ 
容
姿
、
体
型
そ
の
他
の
身
体
の
特
徴
又
は
状
況
に
関
す
る
重
要
な 

事
項 

四 

当
該
消
費
者
が
、
社
会
生
活
上
の
経
験
が
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
当
該 

 

消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
行
う
者
に
対
し
て
恋
愛
感
情
そ 

の
他
の
好
意
の
感
情
を
抱
き
、
か
つ
、
当
該
勧
誘
を
行
う
者
も
当
該
消 

費
者
に
対
し
て
同
様
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
も
の
と
誤
信
し
て
い
る
こ 

と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
乗
じ
、
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
な
け 

れ
ば
当
該
勧
誘
を
行
う
者
と
の
関
係
が
破
綻
す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
告 

げ
る
こ
と
。 

五 

当
該
消
費
者
が
当
該
消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思 

表
示
を
す
る
前
に
、
当
該
消
費
者
契
約
を
締
結
し
た
な
ら
ば
負
う
こ
と 

と
な
る
義
務
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
し
、
そ
の
実
施
前
の
原 

状
の
回
復
を
著
し
く
困
難
に
す
る
こ
と
。 

六 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
消
費
者
が
当
該
消
費
者
契
約
の 

申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
を
す
る
前
に
、
当
該
事
業
者
が
調 

査
、
情
報
の
提
供
、
物
品
の
調
達
そ
の
他
の
当
該
消
費
者
契
約
の
締
結 

を
目
指
し
た
事
業
活
動
を
実
施
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
活
動 

が
当
該
消
費
者
か
ら
の
特
別
の
求
め
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
そ 

の
他
の
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
で 

な
い
の
に
、
当
該
事
業
活
動
が
当
該
消
費
者
の
た
め
に
特
に
実
施
し
た 

     

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 
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も
の
で
あ
る
旨
及
び
当
該
事
業
活
動
の
実
施
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
補 

償
を
請
求
す
る
旨
を
告
げ
る
こ
と
。 

４
～
６ 

（
略
） 

 

（
事
業
者
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
除
す
る
条
項
等
の
無
効
） 

第
八
条 

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

一 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る

責
任
の
全
部
を
免
除
し
、
又
は
当
該
事
業
者
に
そ
の
責
任
の
有
無
を
決

定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
条
項 

二 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
（
当
該
事
業
者
、
そ
の
代
表
者
又
は
そ
の
使

用
す
る
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
一
部
を
免
除
し
、
又
は
当

該
事
業
者
に
そ
の
責
任
の
限
度
を
決
定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
条
項 

三 

消
費
者
契
約
に
お
け
る
事
業
者
の
債
務
の
履
行
に
際
し
て
さ
れ
た
当

該
事
業
者
の
不
法
行
為
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責

任
の
全
部
を
免
除
し
、
又
は
当
該
事
業
者
に
そ
の
責
任
の
有
無
を
決
定

す
る
権
限
を
付
与
す
る
条
項 

四 

消
費
者
契
約
に
お
け
る
事
業
者
の
債
務
の
履
行
に
際
し
て
さ
れ
た
当

該
事
業
者
の
不
法
行
為
（
当
該
事
業
者
、
そ
の
代
表
者
又
は
そ
の
使
用

す
る
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
消

費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
一
部
を
免
除
し
、
又
は
当
該

事
業
者
に
そ
の
責
任
の
限
度
を
決
定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
条
項 

五 

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契

  

４
～
６ 

（
略
） 

 

（
事
業
者
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
除
す
る
条
項
の
無
効
） 

第
八
条 

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

一 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る

責
任
の
全
部
を
免
除
す
る
条
項 

 

二 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
（
当
該
事
業
者
、
そ
の
代
表
者
又
は
そ
の
使

用
す
る
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
一
部
を
免
除
す
る
条
項 

 

三 

消
費
者
契
約
に
お
け
る
事
業
者
の
債
務
の
履
行
に
際
し
て
さ
れ
た
当

該
事
業
者
の
不
法
行
為
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責

任
の
全
部
を
免
除
す
る
条
項 

 

四 

消
費
者
契
約
に
お
け
る
事
業
者
の
債
務
の
履
行
に
際
し
て
さ
れ
た
当

該
事
業
者
の
不
法
行
為
（
当
該
事
業
者
、
そ
の
代
表
者
又
は
そ
の
使
用

す
る
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
消

費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
一
部
を
免
除
す
る
条
項 

 

五 

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契
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約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵

か

し

が
あ
る
と
き
（
当
該
消
費
者
契
約
が
請
負

契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
の
仕
事
の
目
的
物
に
瑕
疵

が
あ
る
と
き
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
瑕
疵
に
よ
り
消
費

者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
事
業
者
の
責
任
の
全
部
を
免
除
し
、
又

は
当
該
事
業
者
に
そ
の
責
任
の
有
無
を
決
定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
条

項 

２ 

（
略
） 

 

（
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
等
の
無
効
） 

第
八
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

一 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ

せ
、
又
は
当
該
事
業
者
に
そ
の
解
除
権
の
有
無
を
決
定
す
る
権
限
を
付

与
す
る
条
項 

二 

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契

約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
（
当
該
消
費
者
契
約
が
請
負

契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
の
仕
事
の
目
的
物
に
瑕
疵

が
あ
る
こ
と
）
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
、
又
は

当
該
事
業
者
に
そ
の
解
除
権
の
有
無
を
決
定
す
る
権
限
を
付
与
す
る
条

項 

 

（
事
業
者
に
対
し
後
見
開
始
の
審
判
等
に
よ
る
解
除
権
を
付
与
す
る
条
項 

の
無
効
） 

第
八
条
の
三 

事
業
者
に
対
し
、
消
費
者
が
後
見
開
始
、
保
佐
開
始
又
は
補 

約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵

か

し

が
あ
る
と
き
（
当
該
消
費
者
契
約
が
請
負

契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
の
仕
事
の
目
的
物
に
瑕
疵

が
あ
る
と
き
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
瑕
疵
に
よ
り
消
費

者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
事
業
者
の
責
任
の
全
部
を
免
除
す
る
条

項 

 ２ 

（
略
） 

 

（
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
の
無
効
） 

第
八
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

一 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ

せ
る
条
項 

 

二 

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契

約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
（
当
該
消
費
者
契
約
が
請
負

契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
の
仕
事
の
目
的
物
に
瑕
疵

が
あ
る
こ
と
）
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項 

   
（
新
設
） 
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助
開
始
の
審
判
を
受
け
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
す
る
解
除
権
を
付
与
す
る 

消
費
者
契
約
（
消
費
者
が
事
業
者
に
対
し
物
品
、
権
利
、
役
務
そ
の
他
の 

消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の 

を
除
く
。
）
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 
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○
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 

行 

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
十
八
条 
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
六
項
中
「
善
意
の
」
を
「
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
」
に
改

め
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
五
号
」
を

「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
「
条
項
」
の
下
に
「
の
う
ち
、

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的

物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
と
き
（
当
該

消
費
者
契
約
が
請
負
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
請
負
人
が
種
類
又
は
品
質

に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
仕
事
の
目
的
物
を
注
文
者
に
引
き

渡
し
た
と
き
（
そ
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
仕
事
が
終
了
し
た

時
に
仕
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し

な
い
と
き
。
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
こ
れ
に
よ
り
消

費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
事
業
者
の
責
任
を
免
除
し
、
又
は
当
該

事
業
者
に
そ
の
責
任
の
有
無
若
し
く
は
限
度
を
決
定
す
る
権
限
を
付
与
す

る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物
に
隠

れ
た
瑕
疵
が
あ
る
」
を
「
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関

し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
」
に
、
「
瑕
疵
の
な
い
物
を
も
っ
て
こ

（
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
十
八
条 

消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
六
項
中
「
善
意
の
」
を
「
善
意
で
か
つ
過
失
が
な
い
」
に
改

め
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
五
号
」
を

「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
「
条
項
」
の
下
に
「
の
う
ち
、

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的

物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
と
き
（
当
該

消
費
者
契
約
が
請
負
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
請
負
人
が
種
類
又
は
品
質

に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
仕
事
の
目
的
物
を
注
文
者
に
引
き

渡
し
た
と
き
（
そ
の
引
渡
し
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
仕
事
が
終
了
し
た

時
に
仕
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し

な
い
と
き
。
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
こ
れ
に
よ
り
消

費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
事
業
者
の
責
任
を
免
除
す
る
も
の
」
を

加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が

あ
る
」
を
「
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の

内
容
に
適
合
し
な
い
」
に
、
「
瑕
疵
の
な
い
物
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る

責
任
又
は
当
該
瑕
疵
を
修
補
す
る
」
を
「
履
行
の
追
完
を
す
る
責
任
又
は
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れ
に
代
え
る
責
任
又
は
当
該
瑕
疵
を
修
補
す
る
」
を
「
履
行
の
追
完
を
す

る
責
任
又
は
不
適
合
の
程
度
に
応
じ
た
代
金
若
し
く
は
報
酬
の
減
額
を
す

る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物
に
隠
れ
た

瑕
疵
が
あ
る
」
を
「
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て

契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
」
に
、
「
、
当
該
瑕
疵
」
を
「
、
そ
の
目
的

物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
こ
と
」
に
、

「
瑕
疵
の
な
い
物
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
責
任
を
負
い
、
又
は
当
該
瑕

疵
を
修
補
す
る
」
を
「
又
は
履
行
の
追
完
を
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
等
の
無
効
） 

第
八
条
の
二 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権

を
放
棄
さ
せ
、
又
は
当
該
事
業
者
に
そ
の
解
除
権
の
有
無
を
決
定
す
る

権
限
を
付
与
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

第
十
二
条
第
三
項
中
「
第
八
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
」
を

「
同
条
第
二
項
の
場
合
」
に
改
め
る
。 

不
適
合
の
程
度
に
応
じ
た
代
金
若
し
く
は
報
酬
の
減
額
を
す
る
」
に
改
め

、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る

」
を
「
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容

に
適
合
し
な
い
」
に
、
「
、
当
該
瑕
疵
」
を
「
、
そ
の
目
的
物
が
種
類
又

は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
こ
と
」
に
、
「
瑕
疵
の
な

い
物
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
責
任
を
負
い
、
又
は
当
該
瑕
疵
を
修
補
す

る
」
を
「
又
は
履
行
の
追
完
を
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
の
無
効
） 

第
八
条
の
二 

事
業
者
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
生
じ
た
消
費
者
の
解
除
権

を
放
棄
さ
せ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
中
「
第
八
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
、
「
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
」
を

「
同
条
第
二
項
の
場
合
」
に
改
め
る
。 
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